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部工会会員経営者（人事労務担当者）の皆様へ

・労務コンサルタントのLAW務総研と部工会の提携開始

・部工会会員様向けのオリジナルコンテンツ

働き方改革実現ワンストップサービスのご案内

<課題>
・労務トラブルの内容によって相談先が異なる
・士業も専門性が必要である
・自治体のサポートでは、十分な回答を得られない可能性がある
・都度コストがかかる

企業様の悩み 相談先

Before

社労士への相談

<解決策>
・労務相談については、LAW務総研が一括窓口になる
・専門性が必要な場合、別途プロフェッショナルをご紹介し的確なご回答
・基本相談は無料

企業様の悩み 相談先

LAW務
総研

弁護士

社労士

産業医等*必要に応じてご紹介

弁護士への相談

自治体への相談・認定申請

産業医への相談

従業員の円満退職の課題

従業員から社内でのパワハラで訴えられた

従業員の介護離職を止めたい・・

ストレスチェックのやり方がわからない

従業員との円満退職の課題

従業員から社内でのセクハラで
訴えられた

従業員の介護離職を止めたい・・

ストレスチェックのやり方がわから
ない
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ご相談フロー

部工会会員
企業様

部品会館
(部工会
代理店)

LAW
務総研

①ご相談依頼

②ご相談番号発券

③ご相談番号の共有

④ご相談番号を伝え、ご相談開始
(mail or 電話or web)

*部工会GLTD加入者様、ご相談無料。
*部工会GLTDご加入者様以外、年間1回のみ無料。
*専門家ご紹介後につきましては実費となります。
時間単位で費用が発生いたします。

ご相談可能事項

１．労基法改正による就業規則改訂等のご相談
２．セカンドオピニオンサービス
３．社内諸制度再構築に向けたアドバイス
＊人事制度（GLTD導入等含む）

４．他企業の対応手法のご紹介
５．労働トラブルに関するご相談
＊労務紛争・トラブル発生時の初動対応相談
＊対策事例のご紹介（問題社員対応等）

６．重大紛争での弁護士による初動相談
７．介護離職防止対応
＊介護で離職する社員の初動をサポート

８．産業医手配サービス
＊貴社の状況にマッチした産業医を紹介します（全国対応）

９．ストレスチェック手配
＊ストレスチェック後の高ストレス者面談OK（全国対応）

10．従業員向けカウンセリング手配
＊外国人労働者（多言語対応）海外駐在社員のカウンセリング手配

弁護士

社労士

産業医等

⑤必要に応じて
専門家ご紹介


